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(57)【要約】
【課題】ビデオプロセッサに周辺機器が接続され、当該
周辺機器に係る所定の設定をする際、使用者にとって使
い勝手のよい内視鏡システムを提供する。
【解決手段】内視鏡から入力される撮像信号を処理する
ビデオプロセッサ３と、ビデオプロセッサ３に接続可能
とする周辺機器５１，５２，５３と、前記周辺機器を識
別する識別部（制御部３１および周辺機器制御部４１，
４２，４３）と、前記識別部の識別結果に応じて、接続
された前記周辺機器５１，５２，５３に応じた設定項目
を表示するための画像を生成する画像合成部３５と、を
具備することを特徴とする内視鏡システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡から入力される撮像信号を処理する処理装置と、
　前記処理装置に設けられ、当該処理装置に接続可能とする周辺機器が接続される接続端
子と、
　前記接続端子に接続された前記周辺機器を識別する識別部と、
　前記識別部の識別結果に応じて、前記接続端子に接続された前記周辺機器に応じた設定
項目を表示するための画像を生成する画像信号生成部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記画像信号生成部は、前記識別部の識別結果に基づいて表示される全ての前記設定項
目に対応する推奨設定値と一括で設定するためのボタン画像を生成する
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関し、特に、周辺機器を接続可能なビデオプロセッサを有
する内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡および当該内視鏡において撮像された撮像信号を処理するビデオプロセッ
サを備える内視鏡システムにおいて、種々の周辺機器、たとえばビデオプリンタまたは録
画機器等の周辺機器を接続可能とするビデオプロセッサを有するシステムが知られている
。
【０００３】
　ここで、当該ビデオプロセッサに、上述の如き種々の周辺機器を接続する際には、接続
するこれら周辺機器とビデオプロセッサとの組み合わせに応じて、使用者が当該ビデオプ
ロセッサ上においてそれぞれの周辺機器に係る諸々の設定を変更する必要があった。
【０００４】
　この設定を変更する際には、使用者は膨大な設定項目から対象となる設定項目を抽出し
て設定変更する必要があり、使用者にとって非常に使い勝手が悪かった。
【０００５】
　一方、特開２００５－１４３５８２号公報（特許文献１）には、ビデオプロセッサに接
続されるモニタ画面に、接続される周辺機器の機種名候補をリストアップして表示し、そ
の表示された候補から使用する機器を選択し、選択された機種名に応じた所定の設定値を
自動的に設定する内視鏡システムが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１４３５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記特開２００５－１４３５８２号公報（特許文献１）に記載の内視鏡システムは、使
用者がモニタ表示画面に表示された候補から使用する機器を選択するようになっているた
め、手間がかかっていた。
【０００８】
　また、当該内視鏡システムにおいては、候補となる機種名を選択したならば当該機種名
に応じた所定の「設定値」が自動的に設定されるようになっているが、この自動的に設定
される「設定値」は製造者側の推奨値であって、使用者が所望して選んだものではなく、
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使用者にとって使い勝手の良いと感じる設定値とは必ずしも一致するとは限らなかった。
【０００９】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、ビデオプロセッサに周辺機器が接
続され、当該周辺機器に係る所定の設定をする際、使用者にとって使い勝手のよい内視鏡
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡から入力される撮像信号を処理する処理装
置と、前記処理装置に設けられ、当該処理装置に接続可能とする周辺機器が接続される接
続端子と、前記接続端子に接続された前記周辺機器を識別する識別部と、前記識別部の識
別結果に応じて、前記接続端子に接続された前記周辺機器に応じた設定項目を表示するた
めの画像を生成する画像信号生成部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の内視鏡システムによれば、ビデオプロセッサに周辺機器が接続され、当該周辺
機器に係る所定の設定をする際、使用者にとって使い勝手のよい内視鏡システムを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【図２】図２は、第１の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を示した図
である。
【図３】図３は、第１の実施形態の内視鏡システムの作用を示したフローチャートである
。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を
示した図である。
【図５】図５は、本発明の第３の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を
示した図である。
【図６】図６は、本発明の第４の実施形態の内視鏡システムにおけるモニタの一表示例を
示した図である。
【図７】図７は、本発明の第５の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【図８】図８は、本発明の第６の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【図９】図９は、本発明の第７の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【図１０】図１０は、本発明の第８の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である
。
【図１１】図１１は、第８の実施形態の内視鏡システムにおけるタブレット型端末機器の
構成を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１４】
（第１の実施形態）
　図１を用いて第１の実施形態の内視鏡システムの構成について説明する。図１は、本発
明の第１の実施形態の内視鏡システムの構成を示す図である。
【００１５】
　図１に示すように本発明の第１の実施形態の内視鏡システム１は、撮像素子２５を有す
内視鏡２と、内視鏡２が着脱自在に接続され、所定の信号処理を行うビデオプロセッサ３
と、内視鏡２が着脱自在に接続され、内視鏡２に対して照明光を供給する光源装置４と、
ビデオプロセッサ３により生成された画像信号を内視鏡画像として表示する表示装置とし
てのモニタ５と、を備える。
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【００１６】
　内視鏡２は、体腔内に挿入される細長の挿入部６と、この挿入部６の後端に設けられた
操作部７と、この操作部７から延出されたユニバーサルコード８とを有する。ユニバーサ
ルコード８は、その基端付近または途中でライトガイドコード９と、信号コード（信号ケ
ーブル）１０に分岐する。
【００１７】
　ライトガイドコード９の端部の光源用コネクタ１１は、光源装置４に着脱自在に接続さ
れ、信号コード１０の端部の信号用コネクタ１２は、ビデオプロセッサ３に着脱自在に接
続される。
【００１８】
　また、この信号用コネクタ１２には、内視鏡２ごとの個別の情報を記憶する記憶部であ
るＩＤメモリ２０が配設されている。
【００１９】
　挿入部６、操作部７およびユニバーサルコード８内には照明光を伝送するライトガイド
１３が挿通されている。そして、光源用コネクタ１１を光源装置４に接続することにより
、光源装置４からの照明光をライトガイド１３により伝送し、挿入部６の先端部１４に設
けられた照明窓に取り付けられたライトガイド先端面１３ａから、伝送した照明光を出射
する。
【００２０】
　先端部１４には照明窓に隣接して観察窓（撮像窓）が設けられ、観察窓には照明された
患部等の被写体の光学像を入光する対物レンズ２１が配設されている。また、前記対物レ
ンズ２１の後方には所定の対物光学系２３が配設され、この対物光学系２３を経て前記対
物レンズ２１の結像位置には撮像素子２５が配設されている。
【００２１】
　撮像素子２５は、たとえばＣＣＤイメージセンサにより構成され、挿入部６およびユニ
バーサルコード８内に挿通されたケーブルを経たのち信号用コネクタ１２を介してビデオ
プロセッサ３に接続される。
【００２２】
　前記ビデオプロセッサ３は、各種回路の制御を行う制御部３１と、撮像素子等の動作に
必要な複数の電源電圧の電源を発生する図示しない電源回路と、撮像素子から出力される
撮像信号に対する所定の信号処理を行う信号処理回路（画像処理部３２および前処理部３
３等）と、内視鏡２における前記撮像素子２５の駆動するＣＣＤ駆動回路３４と、前記画
像処理部３２に接続され、当該画像処理部３２からの出力された画像信号と所定の画像と
を合成してモニタ５に向けて出力する画像合成部３５と、制御部３１の制御下に当該ビデ
オプロセッサ３に接続される各種周辺機器に係る所定の情報を記憶する記憶部３６と、当
該ビデオプロセッサ３に接続されるキーボード５５を制御するためのキーボード制御部３
７と、当該ビデオプロセッサ３における各種操作を行うためのスイッチ等が配設されたフ
ロントパネル３８と、を備える。
【００２３】
　制御部３１は、上述したようにビデオプロセッサ３内における各種回路を制御するとと
もに、内視鏡２が当該ビデオプロセッサ３に接続された際、信号用コネクタ１２における
前記ＩＤメモリ２０に記憶された当該内視鏡２個別の情報を入手するようになっている。
【００２４】
　前処理部３３は、撮像素子２５からの撮像信号を入力して所定の前信号処理を施すもの
であり、公知の信号増幅部、プロセス回路、Ａ／Ｄコンバータ、ホワイトバランス回路等
により構成され、制御部３１により制御される。
【００２５】
　画像処理部３２は、制御部３１の制御下に、前処理部３３からの出力信号に対して所定
の画像処理を施し、モニタ５に表示するための画像信号として出力するようになっている
。
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【００２６】
　またビデオプロセッサ３は、制御部３１の制御下に、当該ビデオプロセッサ３に接続可
能な所定の周辺機器５１～５３の制御を行うとともに、接続されたこれら周辺機器のＩＤ
情報（識別情報）を入手する周辺機器制御部４１、４２、４３と、制御部３１の制御下に
、当該ビデオプロセッサ３に接続可能な所定のネットワーク機器５４の制御を行うととも
に、接続された当該ネットワーク機器５４のＩＤ情報（識別情報）を入手するネットワー
ク制御部４４と、を備える。
【００２７】
　なお、ビデオプロセッサ３は、前記周辺機器５１～５３を接続するための接続端子４１
ａ、４２ａ、４３ａを備えており、これら接続端子４１ａ、４２ａ、４３ａはそれぞれ前
記周辺機器制御部４１、４２、４３の入出力端子として機能するようになっている。
【００２８】
　同様に、ビデオプロセッサ３は、前記ネットワーク機器５４を接続するための接続端子
４４ａを備えており、この接続端子４４ａは前記ネットワーク制御部４４の入出力端子と
して機能するようになっている。
【００２９】
　ここで本実施形態においては、周辺機器５１～５３としては、例えば、周辺機器５１は
ＶＴＲ（Video Tape Recorder）、周辺機器５２はプリンタ、周辺機器５３は磁気カード
リーダをそれぞれ想定する。
【００３０】
　なお、上述したように本実施形態においては周辺機器として上記３種類を想定したが、
周辺機器としてはこれに限らず、ビデオプロセッサ３に接続され得るその他の機器であっ
てもよい。さらに、本実施形態においては、周辺機器制御部および接続端子は３つ設ける
としたが、これに限らず、いずれも１以上複数個を設けるものであってよい。
【００３１】
　図１に戻って記憶部３６は、ビデオプロセッサ３における前記接続端子４１ａ、４２ａ
、４３ａに接続され得る複数の周辺機器の種別情報を格納するとともに、当該周辺機器を
使用する際に必要な各種設定項目であって初期状態の設定項目に係る情報を当該周辺機器
毎に格納している。
【００３２】
　そして、記憶部３６に格納されている前記情報は、制御部３１によって読みだされるよ
うになっている。
【００３３】
　また、画像合成部３５は、制御部３１の制御下に、前記周辺機器を使用する際に必要な
各種設定項目の一覧に係る画像（以下、設定項目画像と記す）を生成する機能を有すると
ともに、当該画像処理部３２からの出力された画像信号と前記設定項目画像とを合成した
画像信号を、または、当該設定項目画像単独の画像信号をモニタ５に向けて出力するよう
になっている。
【００３４】
＜周辺機器の判別＞
　ここで、前記制御部３１は、ビデオプロセッサ３における前記接続端子４１ａ、４２ａ
、４３ａのいずれかに任意の周辺機器が接続されると、対応する前記周辺機器制御部４１
、４２、４３を制御して、接続された当該周辺機器のＩＤ情報（識別情報）を入手する。
【００３５】
　そして制御部３１は、前記周辺機器制御部４１、４２、４３が当該周辺機器におけるＩ
Ｄ情報を入手するとその情報を受け取り、前記記憶部３６に予め格納されているテーブル
情報等を参照して、当該周辺機器の種別を自動的に判別するようになっている。
【００３６】
＜周辺機器に係る設定項目の掲示および変更設定＞
　図２は、本実施形態の内視鏡システムにおいて、上述した周辺機器を使用する際に必要
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な各種設定項目の一表示例を示した図である。
【００３７】
　前記制御部３１は、ビデオプロセッサ３に接続された当該周辺機器の種別を自動的に判
別すると、次に、種別を判別した当該周辺機器に対応した各種設定項目の一覧（すなわち
、当該周辺機器を使用する際に必要な初期状態における各種設定項目の一覧）を記憶部３
６から読み出す。
【００３８】
　そして、制御部３１は、記憶部３６から読みだした前記「初期状態における設定項目の
一覧」をモニタ５に掲示するため、画像合成部３５を制御して前記設定項目画像を生成さ
せるよう指示する。
【００３９】
　さらに画像合成部３５は、生成した設定項目画像を前記画像処理部３２からの出力され
た画像信号と合成して、または、当該画像信号に代えて出力するようになっている。これ
により、図２に示すように本実施形態においては制御部３１の制御下に、モニタ５におい
て当該「初期状態における設定項目の一覧に係る画像」を掲示して使用者に報知すること
となる。
【００４０】
　具体的には、本実施形態においては、ビデオプロセッサ３に接続された周辺機器が、例
えばプリンタＡという種別の機器である場合、各種設定項目の一覧としては図２に示すよ
うに、当該プリンタＡ使用時に必要な設定項目の一覧がモニタ５に表示されるようになっ
ている。
【００４１】
　一方で本実施形態においては、モニタ５の表示画面には、前記「初期状態における設定
項目の一覧」と共に、“確定”ボタン６１が表示されるようになっている。
【００４２】
　そして使用者は、モニタ５に掲示された前記「初期状態における設定項目の一覧」を参
照して、当該プリンタＡにおいて必要な設定が了承できる状態であるならばモニタ５に併
せて表示されている“確定”ボタン６１を操作することによりその状態を確定することが
できる。
【００４３】
　この確定操作を受けて制御部３１は、周辺機器制御部４２（今、周辺機器５２であるプ
リンタＡが接続端子４２ａに接続されたとする）を介してプリンタＡに対して当該設定項
目の情報を通知する。
【００４４】
　これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、記憶部３６に格納された予め記憶され
た前記「初期状態における設定項目」に基づいて所定の設定がなされることとなる。
【００４５】
　一方で、使用者が、モニタ５に掲示された前記「初期状態における設定項目」を参照し
て、当該プリンタＡにおいて必要な設定を変更したいと欲する場合、本実施形態において
は、前記キーボード５５またはフロントパネル３８に設けた操作手段により、当該プリン
タＡに係る設定を任意に変更することができる。
【００４６】
　そして、当該プリンタＡに係る設定を変更した後、上記同様に “確定”ボタン６１を
操作することによりその状態を確定することができる。
【００４７】
　この変更後の確定操作を受けて制御部３１は、周辺機器制御部４２を介してプリンタＡ
に対して当該設定項目が変更された旨の情報を通知し、これにより、周辺機器５２である
プリンタＡは、上記変更された設定項目に基づいて所定の設定がなされることとなる。
【００４８】
＜第１の実施形態の作用＞
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　次に、本第１の実施形態の作用について説明する。
【００４９】
　図３は、当該各種設定項目を表示する際の作用を示したフローチャートである。
【００５０】
　図３に示すように、今、周辺機器５２が前記接続端子４１ａ、４２ａ、４３ａのうちの
１つである、たとえば接続端子４２ａを介してビデオプロセッサ３に接続されたとする（
ステップＳ１）。
【００５１】
　ここで周辺機器５２が接続端子４２ａに接続されると、周辺機器制御部４２が制御部３
１の制御下に、接続された当該周辺機器５２のＩＤ情報を入手する（ステップＳ２）。
【００５２】
　次に、前記周辺機器制御部４２が当該周辺機器５２におけるＩＤ情報を入手すると制御
部３１はその情報を受け取り（ステップＳ３）、記憶部３６に格納された予め記憶されて
いるテーブル情報に照らし合わせて、当該周辺機器５２の種別を自動的に判別する（ステ
ップＳ４）。
【００５３】
　このステップＳ４において、制御部３１が、接続端子４２ａに接続された周辺機器５２
の種別が、例えばプリンタＡであると判別すると、制御部３１は当該プリンタＡに対応し
た前記「初期状態における設定項目の一覧」を記憶部３６から読み出す（ステップＳ５）
。
【００５４】
　そして、制御部３１は、記憶部３６から読みだした前記「初期状態における設定項目の
一覧」をモニタ５に掲示するため、画像合成部３５を制御して、図２に示す如き、プリン
タＡを使用する際に必要な各種設定項目の一覧に係る画像を生成させる（ステップＳ６）
。
【００５５】
　前記画像合成部３５は、上記各種設定項目の一覧に係る画像を生成すると、前記画像処
理部３２からの出力された画像信号に代えて当該各種設定項目の一覧に係る画像信号をモ
ニタ５に向けて出力し、モニタ５は図２に示すように、制御部３１の制御下にプリンタＡ
に係る前記「初期状態における設定項目の一覧」を表示する（ステップＳ７）。
【００５６】
　この後制御部３１は、使用者によるモニタ５に表示された確定ボタン６１のオン操作、
および、使用者によるキーボード５５もしくはフロントパネル３８における所定の操作の
有無を監視する（ステップＳ８）。
【００５７】
　このステップＳ８において、使用者によるモニタ５に表示された確定ボタン６１がオン
操作されると、制御部３１は、現在掲示されている「初期状態における設定項目」を確定
し（ステップＳ９）、周辺機器制御部４２を介してプリンタＡに対して当該設定項目の情
報を通知する（ステップＳ１０）。
【００５８】
　これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、上記設定項目に基づいて所定の設定が
なされる（ステップＳ１１）。
【００５９】
　一方、使用者によるキーボード５５もしくはフロントパネル３８における所定の操作手
段の操作により、使用者が、モニタ５に掲示された当該プリンタＡにおいて必要な設定が
変更されると、制御部３１は、モニタ５に変更後の設定を表示するよう、画像合成部３５
を制御して、設定項目の一覧に係る新たな画像を生成させる（ステップＳ１２）。
【００６０】
　前記画像合成部３５は、上記各種設定項目の一覧に係る新たな画像を生成すると、それ
まで掲示した設定項目に係る画像信号に代えて新たな画像信号をモニタ５に向けて出力し
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（ステップＳ１３）、モニタ５はプリンタＡに係る「新たな設定項目」を掲示する（ステ
ップＳ１４）。
【００６１】
　このステップＳ１４においてプリンタＡに係る「新たな設定項目」が掲示された後、使
用者によるモニタ５に表示された確定ボタン６１がオン操作されると、制御部３１は、現
在掲示されている「新たな設定項目」を確定し（ステップＳ１５）、周辺機器制御部４２
を介してプリンタＡに対して当該「新たな設定項目」の情報を通知する（ステップＳ１６
）。
【００６２】
　これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、制御部３１の制御下に、変更された「
新たな設定項目」に基づいて所定の設定がなされる（ステップＳ１７）。
【００６３】
　以上説明したように、本第１の実施形態の内視鏡システムによると、ビデオプロセッサ
に接続された周辺機器を識別して当該機器の種別を自動的に判別するとともに、判別結果
に応じて当該接続された周辺機器に必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示して使用者
の便に供するようにしたので、使用者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサを有する
内視鏡システムを提供することができる。
【００６４】
　また、本第１の実施形態によると、判別結果に応じて当該接続された周辺機器に必要な
各種設定項目の一覧をモニタに掲示した後、当該各種設定項目を任意に変更し、この変更
した設定にて当該周辺機器を制御することができるという効果を奏する。
【００６５】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００６６】
　上述したように上記第１の実施形態の内視鏡システムは、ビデオプロセッサ３に接続さ
れた周辺機器を判別した後、当該周辺機器に係る各種設定項目の一覧のみを掲示し、また
、設定項目の変更も当該周辺機器のみを可能とした。
【００６７】
　これに対して本第２の実施形態は、上記の場合、当該周辺機器に係る設定項目のみなら
ず、接続されたビデオプロセッサ３自体の設定項目についても一覧として表示され、なお
かつ、ビデオプロセッサ３自体の設定について変更可能としたことを特徴とする。
【００６８】
　図４は、本発明の第２の実施形態の内視鏡システムにおける、設定項目の一覧の一表示
例を示したものである。なお、本第２の実施形態の内視鏡システム１は、その基本的な構
成は第１の実施形態と同様であるので、ここでの詳しい説明は省略する。
【００６９】
　図４に示すように、本第２の実施形態においては、ビデオプロセッサ３に接続された周
辺機器が、例えばプリンタＡという種別の機器である場合、各種設定項目の一覧としては
当該プリンタＡに係る設定項目のみならず、接続されたビデオプロセッサ３自体の設定項
目についても一覧として掲示されるようになっている。
【００７０】
　そして、本第２の実施形態において制御部３１は、上記同様に、例えば周辺機器５２と
してプリンタＡが接続端子４２ａに接続され、かつ、当該周辺機器５２の種別が判別され
た後、図４に示す如く、ビデオプロセッサ３およびプリンタＡを使用する際に必要な初期
状態の各種設定項目の一覧を掲示するよう、画像合成部３５およびモニタ５等を制御する
。
【００７１】
　そして、使用者が、モニタ５に掲示されたこれらビデオプロセッサ３およびプリンタＡ
に係る「初期状態における設定項目」を参照して、当該プリンタＡまたはビデオプロセッ
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サ３において必要な設定を変更したいと欲する場合、第１の実施形態と同様に、前記キー
ボード５５またはフロントパネル３８に設けた操作手段により、当該プリンタＡまたはビ
デオプロセッサ３に係る設定を任意に変更することができる。
【００７２】
　そして、当該プリンタＡまたはビデオプロセッサ３に係る設定を変更した後、上記同様
に “確定”ボタン６１を操作することによりその状態を確定することができる。
【００７３】
　本第２の実施形態においても第１の実施形態と同様に、この変更後の確定操作を受けて
制御部３１は、周辺機器制御部４２を介してプリンタＡに対して当該設定項目が変更され
た旨の情報を通知し、これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、上記変更された設
定項目に基づいて所定の設定がなされる一方で、ビデオプロセッサ３自らの設定について
も変更し、この変更設定に基づいて対応する制御を行うこととなる。
【００７４】
　なお、その他の構成、作用については第１の実施形態と同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【００７５】
　以上説明したように、本第２の実施形態の内視鏡システムによっても、第１の実施形態
と同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器を識別して当該機器の種別を自動的に
判別するとともに、判別結果に応じて当該接続された周辺機器およびビデオプロセッサに
必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示して使用者の便に供するようにしたので、使用
者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサを有する内視鏡システムを提供することがで
きる。
【００７６】
　また、本第２の実施形態によると、判別結果に応じて当該接続された周辺機器およびビ
デオプロセッサに必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示した後、当該各種設定項目を
任意に変更し、この変更した設定にて当該周辺機器およびビデオプロセッサ自らを制御す
ることができるという効果を奏する。
【００７７】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【００７８】
　上述したように上記第２の実施形態の内視鏡システムは、ビデオプロセッサ３に接続さ
れた周辺機器を判別した後、当該周辺機器およびビデオプロセッサ３に係る初期状態の各
種設定項目の一覧を掲示し、その後、使用者がこれら設定項目の変更を任意に変更できる
ものとした。
【００７９】
　これに対して本第３の実施形態は、周辺機器およびビデオプロセッサに係る各種設定項
目の一覧を、予め定められた複数の推奨設定値のいずれかに一括して変更可能とすること
を特徴とする。
【００８０】
　図５は、本発明の第３の実施形態の内視鏡システムにおける、設定項目の一覧の一表示
例を示したものである。なお、本第３の実施形態の内視鏡システム１は、その基本的な構
成は第１の実施形態と同様であるので、ここでの詳しい説明は省略する。
【００８１】
　図５に示すように、本第３の実施形態においては、第２の実施形態と同様に、ビデオプ
ロセッサ３に接続された周辺機器が、例えばプリンタＡという種別の機器である場合、各
種設定項目の一覧としては当該プリンタＡに係る設定項目のみならず、接続されたビデオ
プロセッサ３自体の設定項目についても一覧として掲示されるようになっている。
【００８２】
　さらに第３の実施形態においては、モニタ５の表示画面に、周辺機器およびビデオプロ
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セッサ等の各種設定項目の一覧を、予め定められた複数の推奨設定値のいずれかに一括し
て変更可能とする“一括推奨設定変更”ボタン６２が設けられている。
【００８３】
　そして、本第３の実施形態において制御部３１は、まず上記同様に、例えば周辺機器５
２としてプリンタＡが接続端子４２ａに接続され、かつ、当該周辺機器５２の種別が判別
された後、図５に示す如く、ビデオプロセッサ３およびプリンタＡを使用する際に必要な
初期状態の各種設定項目の一覧を掲示するよう、画像合成部３５およびモニタ５等を制御
する。
【００８４】
　そして、使用者が、モニタ５に掲示されたこれらビデオプロセッサ３およびプリンタＡ
に係る「初期状態における設定項目」を、予め定められた複数の推奨設定値のいずれかに
一括して変更したいと欲する場合、前記“一括推奨設定変更”ボタン６２を適宜操作する
ことで、各種設定項目が前記推奨設定値に一括して変更して表示されるようになっている
。
【００８５】
　そして、前記一括推奨設定変更”ボタン６２の操作により、ビデオプロセッサ３および
プリンタＡに係る設定項目を一括して変更した後、上記同様に “確定”ボタン６１を操
作することによりその状態を確定することができる。
【００８６】
　本第３の実施形態においても第２の実施形態と同様に、この変更後の確定操作を受けて
制御部３１は、周辺機器制御部４２を介してプリンタＡに対して当該設定項目が変更され
た旨の情報を通知し、これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、上記変更された設
定項目に基づいて所定の設定がなされる一方で、ビデオプロセッサ３自らの設定について
も変更し、この変更設定に基づいて対応する制御を行うこととなる。
【００８７】
　なお、その他の構成、作用については第１および第２の実施形態と同様であるので、こ
こでの説明は省略する。
【００８８】
　以上説明したように、本第３の実施形態の内視鏡システムによっても、第１および第２
の実施形態と同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器を識別して当該機器の種別
を自動的に判別するとともに、判別結果に応じて当該接続された周辺機器およびビデオプ
ロセッサに必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示して使用者の便に供するようにした
ので、使用者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサを有する内視鏡システムを提供す
ることができる。
【００８９】
　また、本第３の実施形態によると、判別結果に応じて当該接続された周辺機器およびビ
デオプロセッサに必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示した後、当該各種設定項目を
推奨設定値に一括して変更し、この一括変更した設定にて当該周辺機器およびビデオプロ
セッサ自らを制御することができるという効果を奏する。
【００９０】
（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
【００９１】
　上述したように上記第２の実施形態の内視鏡システムは、ビデオプロセッサ３に接続さ
れた周辺機器を判別した後、当該判別された周辺機器およびビデオプロセッサ３に係る各
種設定項目の一覧を掲示し、かつ、ビデオプロセッサ３の他は当該接続され判別された周
辺機器に係る各種設定項目設定項目のみを変更可能とした。
【００９２】
　これに対して本第４の実施形態は、上記の場合、ビデオプロセッサ３にすでに接続され
た周辺機器（第１の周辺機器）が存在する場合、ビデオプロセッサ３に新たに他の周辺機
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器（第２の周辺機器）が接続された場合、すでに掲示されたビデオプロセッサ３および第
１の周辺機器に係る設定項目の一覧に加えて第２の周辺機器に係る初期状態の設定項目を
一覧として掲示し、かつ、これらビデオプロセッサ３、第１の周辺機器および第２の周辺
機器すべての設定について変更可能としたことを特徴とする。
【００９３】
　図６は、本発明の第４の実施形態の内視鏡システムにおける、設定項目の一覧の一表示
例を示したものである。なお、本第４の実施形態の内視鏡システム１は、その基本的な構
成は第１の実施形態と同様であるので、ここでの詳しい説明は省略する。
【００９４】
　図６に示すように、本第４の実施形態においては、ビデオプロセッサ３にすでに第１の
周辺機器としてプリンタＡが接続された状態で、新たに第２の周辺機器として磁気カード
Ｂが接続された場合、各種設定項目の一覧としては、すでに掲示されているビデオプロセ
ッサ３および当該プリンタＡに係る設定項目に加えて磁気カードＢに係る初期状態の設定
項目についても一覧として掲示されるようになっている。
【００９５】
　そして、使用者は、モニタ５に掲示されたこれらビデオプロセッサ３およびプリンタＡ
に係る設定項目に加え、新たに掲示された磁気カードＢに係る初期状態の設定項目につい
ても、上記同様の手段により任意に変更することができる。
【００９６】
　本第４の実施形態においても第１の実施形態と同様に、この変更後の確定操作を受けて
制御部３１は、周辺機器制御部４２、４３を介してプリンタＡおよび磁気カードＢに対し
て当該設定項目が変更された旨の情報を通知し、これにより、プリンタＡおよび磁気カー
ドＢは、上記変更された設定項目に基づいて所定の設定がなされる一方で、ビデオプロセ
ッサ３自らの設定についても変更し、この変更設定に基づいて対応する制御を行うことと
なる。
【００９７】
　なお、その他の構成、作用については第１の実施形態と同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【００９８】
　以上説明したように、本第４の実施形態の内視鏡システムによっても、第１の実施形態
と同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器を識別して当該機器の種別を自動的に
判別するとともに、判別結果に応じて当該接続された周辺機器およびビデオプロセッサに
必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示して使用者の便に供するようにしたので、使用
者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサを有する内視鏡システムを提供することがで
きる。
【００９９】
　また、本第４の実施形態によると、ビデオプロセッサにある周辺機器が接続され、すで
にこれら周辺機器等の各種設定項目の一覧が掲示されている状態で、ビデオプロセッサに
新たに他の周辺機器が接続された場合であっても、接続されたすべての周辺機器に係る各
種設定項目を任意に変更し、この変更した設定にて当該新旧周辺機器およびビデオプロセ
ッサを制御することができるという効果を奏する。
【０１００】
（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
【０１０１】
　上述したように上記第１の実施形態の内視鏡システムは、ビデオプロセッサ３に設けた
記憶部３６に格納した予め記憶されたテーブル情報等に基づいて、ビデオプロセッサ３に
接続された周辺機器の種別を判別し、かつ、判別された機種ごとの「初期状態における設
定項目の一覧」を選定するものとした。
【０１０２】
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　これに対して本第５の実施形態は、ビデオプロセッサ３に接続された周辺機器のＩＤ情
報に一致する情報が前記記憶部３６に存在しない、または、当該記憶部３６が設けられて
いない場合、接続された周辺機器自体から前記所定の設定情報等を入手することを特徴と
する。
【０１０３】
　図７は、本発明の第５の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【０１０４】
　図７に示すように、本第５の実施形態の内視鏡システム１０１は、第１の実施形態と同
様の内視鏡２、ビデオプロセッサ３、光源部４およびモニタ５等を備えるが、ビデオプロ
セッサ３に接続される周辺機器１５１、１５２、１５３は、いずれも内部に自らの設定項
目に係る情報を有しているものとする。
【０１０５】
　具体的に前記周辺機器１５１、１５２、１５３は、図７に示すように、それぞれ、内部
に自らの設定項目、すなわち当該周辺機器を使用する際に必要な設定項目に係る情報を記
憶した記憶部１５１ａ、１５２ａ、１５３ａを搭載する。
【０１０６】
　そして、いま、ビデオプロセッサ３に前記周辺機器１５１が接続されたものとすると、
本第５の実施形態において制御部３１は、ビデオプロセッサ３に接続された当該周辺機器
１５１のＩＤ情報（識別情報）を取得して、まずは、ビデオプロセッサ３における記憶部
３６に格納したテーブル情報に照らし合わせて、当該接続された周辺機器１５１の種別の
判別を試みる。
【０１０７】
　ここで、接続された周辺機器１５１のＩＤ情報（識別情報）と一致する情報が前記記憶
部３６に格納されている場合は、上記第１、第２の実施形態と同様の手法にて、周辺機器
１５１の種別を判別し、当該周辺機器１５１の各種設定項目、またはデオプロセッサ３を
加えての各種設定項目の一覧を掲示し、その後、使用者がこれら設定項目の変更を任意に
変更できるものとする。
【０１０８】
　一方、接続された周辺機器１５１のＩＤ情報（識別情報）と一致する情報が前記記憶部
３６に格納されていない場合、制御部３１は次に、接続された当の周辺機器１５１におけ
る記憶部１５１ａに記憶された当該周辺機器１５１に係る設定項目に係る情報を取得する
。
【０１０９】
　そして制御部３１は、前記周辺機器１５１取得した情報に基づいて、当該周辺機器１５
１の種別を認識し、当該周辺機器１５１の各種設定項目、またはデオプロセッサ３を加え
ての各種設定項目の一覧を掲示し、その後、使用者がこれら設定項目の変更を任意に変更
できるものとする。
【０１１０】
　なお、その他の構成、作用については第１、第２の実施形態と同様であるので、ここで
の説明は省略する。
【０１１１】
　以上説明したように、本第５の実施形態の内視鏡システムによっても、第１の実施形態
と同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器の種別を自動的に判別または認識する
とともに、判別または認識結果に応じて当該接続された周辺機器およびビデオプロセッサ
に必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示して使用者の便に供するようにしたので、使
用者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサを有する内視鏡システムを提供することが
できる。
【０１１２】
　また、本第５の実施形態によると、周辺機器自体にみずからの設定項目に係る情報を有
する場合、ビデオプロセッサ３における記憶部３６に当該周辺機器に係る情報が格納され
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ていない場合でも、または、当該記憶部３６が存在しない場合でも、接続された当該周辺
機器に必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示し、当該各種設定項目を任意に変更し、
この変更した設定にて当該周辺機器を制御することができるという効果を奏する。
【０１１３】
（第６の実施形態）
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。
【０１１４】
　上述したように上記第１の実施形態の内視鏡システムは、制御部３１の制御下に画像合
成部３５において生成した設定項目画像をモニタ５に表示するものとしたが、本第６の実
施形態は、当該設定項目画像を、フロントパネル３８に配設された表示部にも表示するこ
とを特徴とする。
【０１１５】
　図８は、本発明の第６の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【０１１６】
　図８に示すように、本第６の実施形態の内視鏡システム２０１におけるビデオプロセッ
サ２０３は、装置本体の前面に配設されたフロントパネル３８に所定の情報を表示する表
示部３８ａを設けたことを特徴とする。
【０１１７】
　前記表示部３８ａは、いわゆるタッチパネルにより構成された操作パネルであって、ビ
デオプロセッサ３に接続された被制御機器のパラメータ等の設定または変更を行うことが
可能となっている。
【０１１８】
　本第６の実施形態は、このタッチパネル機能を有する表示部３８ａに、上記第１～第５
実施形態においてはモニタ５に掲示される、周辺機器を使用する際に必要な各種設定項目
の一覧を表示するように構成されている。
【０１１９】
　また、表示部３８ａは、タッチパネル機能を有するため、たとえば、第１～第５の実施
形態における前記確定ボタン６１または一括推奨設定変更ボタン６２に係る操作を、当該
表示部３８ａ上のタッチ操作で行うことができる。
【０１２０】
　その他の構成、作用については第１、第２の実施形態と同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【０１２１】
　以上説明したように、本第６の実施形態の内視鏡システムによっても、第１の実施形態
と同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器の種別を自動的に判別するとともに、
判別結果に応じて当該接続された周辺機器に必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示し
て使用者の便に供するようにしたので、使用者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサ
を有する内視鏡システムを提供することができる。
【０１２２】
　また、本第６の実施形態によると、上記各種設定項目の一覧を掲示する表示部３８ａが
タッチパネル機能を有することから、第１～第５の実施形態においてはキーボード５５等
における外部ポインティングデバイスにより操作していた、設定項目の変更操作および前
記確定ボタン６１もしくは前記一括推奨設定変更ボタン６２に係る操作を、当該表示部３
８ａ上のタッチ操作で実施することができるという効果を奏する。
【０１２３】
（第７の実施形態）
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。
【０１２４】
　上述したように上記第１の実施形態の内視鏡システムは、制御部３１の制御下に画像合
成部３５において生成した設定項目画像をモニタ５に表示するものとしたが、本第７の実
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施形態は、当該設定項目画像を、キーボード５５に配設された表示部にも表示することを
特徴とする。
【０１２５】
　図９は、本発明の第７の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図である。
【０１２６】
　図９に示すように、本第７の実施形態の内視鏡システム３０１におけるビデオプロセッ
サ３０３は、ビデオプロセッサ３０３に接続されたキーボード５５本体に所定の情報を表
示する表示部５５ａを設けたことを特徴とする。
【０１２７】
　前記表示部５５ａは、第６の実施形態と同様に、いわゆるタッチパネルにより構成され
た操作パネルであって、ビデオプロセッサ３０３に接続された被制御機器のパラメータ等
の設定または変更を行うことが可能となっている。
【０１２８】
　本第７の実施形態は、このタッチパネル機能を有する表示部５５ａに、上記第１～第５
実施形態においてはモニタ５に掲示される、周辺機器を使用する際に必要な各種設定項目
の一覧を表示するように構成されている。
【０１２９】
　本第７の実施形態においても、表示部５５ａは、タッチパネル機能を有するため、たと
えば、第６の実施形態と同様に、第１～第５の実施形態における前記確定ボタン６１また
は前記一括推奨設定変更ボタン６２に係る操作を、当該表示部５５ａ上のタッチ操作で行
うことができる。
【０１３０】
　その他の構成、作用については第１、第２の実施形態と同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【０１３１】
　以上説明したように、本第７の実施形態の内視鏡システムによっても、第１の実施形態
と同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器の種別を自動的に判別するとともに、
判別結果に応じて当該接続された周辺機器に必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示し
て使用者の便に供するようにしたので、使用者にとって使い勝手のよいビデオプロセッサ
を有する内視鏡システムを提供することができる。
【０１３２】
　また、本第７の実施形態によると、上記各種設定項目の一覧を掲示する表示部５５ａが
タッチパネル機能を有することから、第６の実施形態と同様により使い勝手の良い操作を
実現することができる。
【０１３３】
（第８の実施形態）
　次に、本発明の第８の実施形態について説明する。
【０１３４】
　上述したように上記第１の実施形態の内視鏡システムは、制御部３１の制御下に画像合
成部３５において生成した設定項目画像をモニタ５に表示するものとした。これに対して
本第８の実施形態の内視鏡システムは、当該内視鏡システムと通信可能なタブレット型端
末機器において、前記設定項目画像に係る画像信号を生成するとともに、当該タブレット
型端末機器において当該設定項目画像を表示することを特徴とする。
【０１３５】
　図１０は、本発明の第８の実施形態の内視鏡システムの構成を示した図であり、図１１
は、第８の実施形態の内視鏡システムにおけるタブレット型端末機器の構成を示した図で
ある。
【０１３６】
　図１０に示すように、本第８の実施形態の内視鏡システム４０１におけるビデオプロセ
ッサ４０３は、第１の実施形態におけるビデオプロセッサ３に対して、新たに、所定のタ
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ブレット型端末機器５６と無線による通信処理を行う無線通信部３９を備えることを特徴
とする。
【０１３７】
　タブレット型端末機器５６は、ビデオプロセッサ４０３とは別体の、いわゆるタブレッ
ト型端末機能を備えており、図１１に示すように、タブレット型端末機器５６における各
種回路の制御を司る制御部７１と、制御部７１の制御下に前記ビデオプロセッサ４０３と
の無線による通信を司る無線通信部７２と、いわゆるタッチパネルにより構成された操作
パネル７３と、制御部７１の制御下に、前記設定項目画像に係る画像信号を生成する映像
信号生成部７４と、を主に備える。
【０１３８】
　図１０に戻って、本第８の実施形態においても、ビデオプロセッサ４０３における記憶
部３６は、ビデオプロセッサ４０３における前記接続端子４１ａ、４２ａ、４３ａに接続
され得る複数の周辺機器の種別情報を格納するとともに、当該周辺機器を使用する際に必
要な各種設定項目であって初期状態の設定項目に係る情報を当該周辺機器毎に格納してい
る。
【０１３９】
　そして、本第８の実施形態においては、記憶部３６に格納されている前記情報は、ビデ
オプロセッサ４０３における制御部３１によって読みだされたのち、制御部３１の制御下
に無線通信部３９からタブレット型端末機器５６における無線通信部７２に向けて伝送さ
れるようになっている。
【０１４０】
　一方、タブレット型端末機器５６における映像信号生成部７４は、無線通信部７２を介
してビデオプロセッサ４０３側から前記記憶部３６に格納されている前記情報を受け取っ
た際には、制御部７１の制御下に、前記周辺機器を使用する際に必要な各種設定項目の一
覧に係る画像（設定項目画像）に係る画像信号を生成する機能を有するとともに、当該画
像信号を操作パネル７３に向けて出力するようになっている。
【０１４１】
＜第８の実施形態における周辺機器に係る設定項目の掲示および変更設定＞
　ビデオプロセッサ４０３における制御部３１が、当該ビデオプロセッサ４０３に接続さ
れた当該周辺機器の種別を自動的に判別すると、次に、種別を判別した当該周辺機器に対
応した各種設定項目の一覧（すなわち、当該周辺機器を使用する際に必要な初期状態にお
ける各種設定項目の一覧）を記憶部３６から読み出す。
【０１４２】
　そして制御部３１は、無線通信部３９を制御して記憶部３６から読みだした前記「初期
状態における設定項目の一覧」に係る情報をタブレット型端末機器５６における無線通信
部７２に向けて伝送する。
【０１４３】
　タブレット型端末機器５６における映像信号生成部７４は、無線通信部７２を介して受
け取った前記設定項目の一覧に係る情報に基づいて、設定項目画像に係る画像信号を生成
して操作パネル７３に向けて出力する。
【０１４４】
　具体的には、本第８の実施形態においては、ビデオプロセッサ４０３に接続された周辺
機器が、例えばプリンタＡという種別の機器である場合、各種設定項目の一覧として図２
に示すように、当該プリンタＡ使用時に必要な設定項目の一覧がタッチパネルである操作
パネル７３に表示されるようになっている。
【０１４５】
　一方で本第８の実施形態においては、操作パネル７３の表示画面には、前記「初期状態
における設定項目の一覧」と共に、第１の実施形態と同様の“確定”ボタンが表示される
ようになっている。
【０１４６】
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　そして使用者は、操作パネル７３に掲示された前記「初期状態における設定項目の一覧
」を参照して、当該プリンタＡにおいて必要な設定が了承できる状態であるならば操作パ
ネル７３に併せて表示されている“確定”ボタンを操作することにより、第１の実施形態
と同様に、その状態を確定することができる。
【０１４７】
　この確定操作を受けてタブレット型端末機器５６における制御部７１は、無線通信部７
２を介して当該確定操作に係る情報をビデオプロセッサ４０３側に向けて伝送し、当該確
定操作に係る情報を受けたビデオプロセッサ４０３側の制御部３１は、周辺機器制御部４
２（今、周辺機器５２であるプリンタＡが接続端子４２ａに接続されたとする）を介して
プリンタＡに対して当該設定項目の情報を通知する。
【０１４８】
　これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、第１の実施形態と同様に、記憶部３６
に格納された予め記憶された前記「初期状態における設定項目」に基づいて所定の設定が
なされることとなる。
【０１４９】
　一方で、使用者が、操作パネル７３に掲示された前記「初期状態における設定項目」を
参照して、当該プリンタＡにおいて必要な設定を変更したいと欲する場合、本第８の実施
形態においては、当該操作パネル７３に設けた操作手段により、当該プリンタＡに係る設
定を任意に変更することができる。
【０１５０】
　そして、当該プリンタＡに係る設定を変更した後、上記同様に “確定”ボタンを操作
することによりその状態を確定することができる。
【０１５１】
　この変更後の確定操作を受けてタブレット型端末機器５６における制御部７１は上記同
様に、無線通信部７２を介して当該確定操作に係る情報をビデオプロセッサ４０３側に向
けて伝送し、当該確定操作に係る情報を受けたビデオプロセッサ４０３側の制御部３１は
、周辺機器制御部４２を介してプリンタＡに対して当該設定項目が変更された旨の情報を
通知し、これにより、周辺機器５２であるプリンタＡは、上記変更された設定項目に基づ
いて所定の設定がなされることとなる。
【０１５２】
　以上説明したように、本第８の実施形態の内視鏡システムによると、第１の実施形態と
同様に、ビデオプロセッサに接続された周辺機器を識別して当該機器の種別を自動的に判
別するとともに、判別結果に応じて当該接続された周辺機器に必要な各種設定項目の一覧
をモニタに掲示して使用者の便に供するようにしたので、使用者にとって使い勝手のよい
ビデオプロセッサを有する内視鏡システムを提供することができる。
【０１５３】
　また、本第８の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、判別結果に応じて当該
接続された周辺機器に必要な各種設定項目の一覧をモニタに掲示した後、当該各種設定項
目を任意に変更し、この変更した設定にて当該周辺機器を制御することができるという効
果を奏する。
【０１５４】
　さらに本第８の実施形態によると、上記各種設定項目の一覧の表示および変更操作を外
部のタブレット型端末機器５６により行うことができるので、より利便性に優れるという
効果を奏する。
【０１５５】
　さらに本第８の実施形態によると、上記各種設定項目の一覧を掲示する操作パネル７３
がタッチパネル機能を有することから、第１～第５の実施形態においてはキーボード５５
等における外部ポインティングデバイスにより操作していた、設定項目の変更操作および
前記確定ボタン６１もしくは前記一括推奨設定変更ボタン６２に係る操作を、当該操作パ
ネル７３上のタッチ操作で実施することができるという効果を奏する。
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【０１５６】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１５７】
１…内視鏡システム
２…内視鏡
３…ビデオプロセッサ
４…光源装置
５…モニタ
３１…制御部
３２…画像処理部
３５…画像合成部
３６…記憶部
３８…フロントパネル
４１，４２，４３…周辺機器制御部
４１ａ，４２ａ，４３ａ…周辺機器接続端子
４４…ネットワーク制御部
５１…周辺機器（ＶＴＲ）
５２…周辺機器（プリンタ）
５３…周辺機器（磁気カード）
５４…ネットワーク機器
５５…キーボード

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种内窥镜系统，当将外围设备连接到视频处理器并
执行与该外围设备有关的预定设置时，该内窥镜系统对于用户来说很方
便。 解决方案：视频处理器3用于处理从内窥镜输入的图像拾取信号，
可连接到视频处理器3的外围设备51、52、53和用于识别外围设备的识
别单元（控制单元31）。 并且，外围设备控制单元41、42、43）和图像
合成，用于根据识别单元的识别结果生成用于显示与所连接的外围设备
51、52、53相对应的设置项目的图像。 内窥镜系统，包括：部分35。 
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